
 

 

１ 地域未来投資促進法（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律） 

（１）法の趣旨 

 地域特性を生かし、高い付加価値の創出及び売上増大などの経済的効果の見込める事業に 

対し、税制や規制の特例などの支援により、地域産業の成長発展の基盤強化を図る。 

 

【国の基本方針に示される地域特性及び活用戦略】        

地域特性（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

など 

 
活用戦略（分野・例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

など 

 

（２）事業者への支援 

  税   制：地域未来投資促進税制（法人税の特別償却又は税額控除）、県税の減免など 

  補   助：新潟県未来創造産業立地促進補助金（県事業） 

  金   融：日本政策金融公庫からの融資（長期固定金利）など 

  規制の特例：農用地区域からの除外・農地転用、市街化調整区域における開発の規制緩和 

 

 

２ 第２期基本計画（案） 

（１）基本事項                     【重点促進区域 令和４年６月設定】 

①策 定 者 

新潟市・聖籠町・新潟県 

②計画期間 

国同意の日から令和 10 年度末 

③促進区域 

 新潟市域及び聖籠町域の全域 

④重点促進区域 

鳥屋野潟南部開発計画住居・交流拡大ゾーン 

 （現計画から継続） 

 

 

 

 

 

 

（２）第２期基本計画の地域特性及び活用戦略（７分野） 

   「新潟市･聖籠町」 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域経済牽引事業計画の承認要件（新潟県が承認） 

① ７分野のいずれかに該当すること 

② 付加価値額 4,243 万円の増加（県内企業１事業者あたり付加価値創出額） 

  ③ 次のいずれかの経済的効果が見込まれること 

    取引額５％増、売上高５％増、雇用者数１％増、給与等支給総額２％増 

 

 

（４）事業環境整備（新潟市の役割） 

①インフラ整備 ③工業用地の確保に向けた支援（追加） 

②人材確保に向けた支援（追加） ④スタートアップへの支援（追加）  など 

  

 

（５）今後のスケジュール（予定） 

  令和５年 12 月下旬～  パブリックコメントの実施 

  令和 6 年 2 月下旬～   国と事前協議 

  令和 6 年 3 月下旬～   国へ協議申請 （※国協議により計画内容の変更可能性あり） 

産業の集積 

技 術 

人 材 

情 報 

インフラ 特産物 

観光資源 

自然環境 

鳥屋野潟南部地区の 

集客力・観光資源 

交流拡大まちづくり 

 

地域未来投資促進法に基づく「第２期新潟県新潟市・聖籠町基本計画」（案）の概要について 

成長ものづくり 

デジタル 

環境・エネルギー 

ヘルスケア 

・教育サービス 

観光・スポーツ

・文化・まちづくり 

新潟港等の拠点性の 

高い交通インフラ 

環境・エネルギー 

拠点性を支える 

物流関連産業の集積 

物流関連 

企業が有する技術 

(金属・機械・化学) 

成長ものづくり 

食品製造業 

の集積 

食品・バイオ関連 航空機関連産業 

の集積 

成長ものづくり 

情報通信関連産業 

の集積 

デジタル 

農林水産・地域商社 


